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平成２５年１０月井手町議会臨時会 

 

議 事 日 程〔第１号〕 

平成２５年１０月３０日（水）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

第４ 報告第12号 専決処分報告について 

第５ 議案第45号 工事請負契約について同意を求める件 
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議事の経過 

 

議長（村田忠文）  皆さん、おはようございます。早朝よりのご参集、ご苦

労さんでございます。 

 本日、汐見町長より１０月臨時町議会を招集されました。議員各位におか

れましては、提案されております各議案につきまして慎重にご審議をいただ

きますとともに、行政当局につきましては適正かつ明確な答弁をいただきま

して、充実した議会運営を行ってまいりたいと思いますので、ご協力賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１０名で定足数に達しておりますので、平成２５

年１０月井手町議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、７番、古川昭義議

員、５番、岩田剛議員を指名します。 

 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

議長（村田忠文）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日の１日間

と決定しました。 

 本日の臨時会に招集告知されております案件は、工事請負契約について同

意を求める件１件、専決処分報告の案件１件、以上２件であります。なお、

本日の日程は皆様のお手元に配付してあります議事日程のとおりであります。 

 それでは、審議を行います前に、町長より挨拶をいたしたい旨申し出があ

りますので、これを許します。 

 汐見町長。 

町長（汐見明男）  皆さん、おはようございます。本日、臨時町議会を招集

いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中ご

参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 平素は町政進展のため絶大なるご協力を賜り、住民とともに深く感謝して

いるところでございまして、この機会に厚くお礼を申し上げます。 

 さて今回、臨時町議会を招集させていただきましたのは、梅渓橋上部工工
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事の予定価格が５，０００万円以上でありますので、地方自治法並びに条例

の規定に基づき、工事請負契約を締結するに当たり、議会の同意が必要とな

ったことによるものであります。 

 また、専決処分の報告につきましては、地方自治法の規定によりまして、

処分を行ったときには、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を

求めることとなっておりますので、あわせて提出いたしております。なお、

詳細につきましては担当よりそれぞれ補足説明いたさせますので、何とぞ慎

重ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、挨拶並びに提案説明と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（村田忠文）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 閉会中の議会活動について報告します。 

 去る１０月２４、２５の２日間、井手町議会管外視察研修を神奈川県箱根

町へと行いましたので、議員派遣報告書の写しをお手元に配付しております

ので、ごらんおき願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 日程第４、報告第１２号、専決処分の報告についてを議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  脇本企画財政課長。 

企画財政課長（脇本和弘） 

     （報告第１２号を朗読説明） 

議長（村田忠文）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  ページ数で言って、最後の８ページですけども、今回、

また災害復旧の費用ということですが、９月議会の追加で提案された第３回

の一般会計の補正予算に、災害復旧、急遽乗せてもらったのとどう違うのか

ということなんですが、第３回のときには、各課合わせて、建設と産業両方

合わせて約２０カ所の復旧箇所の委託料ということで１，９００万上がった

と思うんですけども、そのときの財源内訳を見ますと、地方債と一般財源と

－５－ 



の財源の区分が９対１ぐらいで、ほとんど地方債認めて、起債が認められて

いるということやったと思うんですけど、今回の同じ災害復旧事業やと思う

んですけども、財源の割合が随分違うと。地方債９割も起債するような形に

はなってないですよね。比率が違うんですけども、それはどう違うのかとい

うこと。 

 同じ事業名があるんです。第３回で大正池管理道路災害復旧事業の委託料

ということで１００万円上がったんですけど、今回も同じ事業名で委託料が

６２０万円上がっているんです。これは、同じものに対して、一旦１００万

円上げたけど、またさらに６２０万追加しなあかんということなのか、また、

その箇所が違うとか、どうして同じ事業名で２回目の予算が上がっているの

か。 

 それと、今回上がった委託で設計をすると思うんですけども、それは何カ

所分になるのか。箇所でいうと、特に大正池の管理道路とか取水堰とかいう

たらわかるんですけど、３つ目に出てくる農地災害復旧事業の６０万という

のは一体どういうところのことを指すのか、対象の説明をお願いします。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  脇本企画財政課長。 

企画財政課長（脇本和弘）  谷田議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、地方債の充当率の関係のご質問かと思います。前回第３回の補正予

算等々で出させていただいています中で、公共土木施設の関係につきまして

の充当率は１００％であって、今回、農地、農林施設等であれば９０％の充

当があるというふうなことでございます。ただ、地方債につきましては、１

０万円単位の借り入れになりますので、充当額９０％を掛けて１０万円単位

にした数字がこちらの数字、地方債の欄に入ってきておるというふうなこと

でございます。 

 以上です。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  宮崎産業環境課長。 

産業環境課長（宮崎 光）  谷田議員のご質問にお答えいたします。 

 前回の補正予算と同じ項目になっているということでございますけれども、

これにつきましては、多分、大正池管理道路災害復旧事業という形のものが

前回も出ておりました。今回も同じ形で出ております。これにつきましては、
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同じ箇所に追加する部分と、それと新たに測量設計をする部分が入っている

という形でございます。 

 それから、今回上がった事業費はどういうものであるかというご質問でご

ざいますけれども、それにつきましては、まず、大正池管理道路災害復旧事

業につきましては、大正池の管理道路と、大正池のところの堰堤があるんで

すけども、その下の部分の玉川護岸の測量設計を上げさせていただいており

ます。この２カ所を上げさせていただいております。 

 そして、続きまして、大正池取水堰等災害復旧事業につきましては、玉水

から大正池に水を取り入れている部分がございまして、その取水堰のところ

に土砂がたまっていたり、それからあと護床ブロックが壊れているというも

のもございますので、そういうところを直していくという形でございます。 

 それともう１点、大正池の水生植物園の改修、それから、岡田水路の廃路

の処理に係る測量設計の３つでございます。 

 そして、もう一つですけども、井手地区農地災害復旧事業につきましては、

これ１件ございまして、南開の竹林農地の１筆でございます。そこも崩落し

ていますので、測量設計費を計上するものでございます。 

 以上です。 

議長（村田忠文）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  今回、農業関係の施設だけなんですけど、今回の災害

で玉川も南谷川も、それから多賀の方で宮ノ後の方の川とかが、すごい土砂

が上流から流れてきて堆積しているとか、大きな石がごろごろと転がったま

まになっているわけですね。それは建設の方の仕事なのかもしれませんし、

府の方にお願いせんなん、大きな河川についてはあると思うんですけれども、

このまままた冬越して春の観光シーズンを迎えることになると、非常にダメ

ージだと思うんですけれども、その辺の河川のしゅんせつ等についてはどう

いう計画になっているか。災害復旧全体の計画がどうなっているか、ご説明

いただける部分はないでしょうか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えさせていた
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だきます。 

 まず災害についてでございますけれども、災害につきましては、１２月２

日の週でございますけれども、国による災害査定がございます。それにより

まして災害額が決定いたしまして、その後に設計されるという形になってお

ります。 

 さらに、議員ご指摘の南谷川につきましては、後庵川も含めてでございま

すけれども、京都府によりまして、１２月の中旬にしゅんせつの工事を発注

する予定と伺っております。 

 以上でございます。 

議長（村田忠文）  ほかに質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（村田忠文）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（村田忠文）  討論なしと認めます。よって、討論を終わります。 

 これより報告第１２号、専決処分の報告についてを採決します。 

 報告第１２号について承認することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（村田忠文）  挙手全員であります。したがって、報告第１２号は承認

することに決しました。 

 日程第５、議案第４５号、工事請負契約について同意を求める件を議題と

します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博） 

     （議案第４５号を朗読説明） 

議長（村田忠文）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 
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議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  この梅渓橋の工事の下部工からの経過ですけども、昨

年１１月に臨時議会で下部工の工事が議決されまして、５日に議決したんで

すけど、次、８月１３日に専決で価格の変更が行われているんですね。上部

工の方が８月１５日に１回目入札の公告が出ていて、９月６日に開札予定や

ったけども、５日になっても応募がなくて中止を決めたと。そういうのがず

っとこの間の経過やと思うんですけど、下部工が専決で１３日に変更してい

るわけですから、工期が当初の議決のときより延びているわけですね。それ

は、価格変更のときにも工期が延びたという説明があったんですけれども、

下部工の方も延びてきているので上部工の方もおくれになっていると思うん

ですが、もう１回確認したいんですけど、下部工はいつ完成予定で最初契約

した。それで、いつ延長というか、変更した。それで、結局いつ完成したの

か。専決が８月１３日で、１５日には次の上部工の入札公告してはるわけで

すよ。その間２日しかないんですけど、いつ完成して検査したんかなという

のが非常に疑問に思っているんですけど。 

 １回目の入札のときのデータも、下部工の入札のときのデータも、井手町

のホームページの入札結果の公表のところにないんです。ほかの工事は全部、

入札中止になった町営住宅の耐震工事の入札の公告についても全部載ったま

まになっているんやけども、梅渓橋の工事の分は、昨年の結果のところにも

ないし、ことしの入札の１回目の結果のところにも載ってないんです。 

 それで、ちょっとわからへんから聞きたいんですけど、１回目の入札のと

きの予定価格は幾らやったのか。今回、予定価格を幾らに見直したというこ

とがあるのか。その予定価格を見直すということは、設計そのものも見直し

たりしているのか。今回、何社が応募して、それぞれの入札額は幾らで、こ

の業者の落札率は幾らなのか、お尋ねいたします。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず下部工についてでございますけども、今回、最終的な工期は平成２５

年９月１８日でございます。ただ、今おっしゃっている下部工の当初の工期

につきましては、今ちょっと手元に資料がございませんので、調べまして直
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ちにご報告させていただきます。 

 それと、１回目の予定価格と２回目の予定価格ということでございますけ

れども、ただいま１回目の予定価格が手元にございませんので、それも調べ

させていただきます。２回目の予定価格につきましては、税抜きで６，７５

６万６，０００円でございます。 

 ３点目、設計の見直しを行ったのかというご質問についてでございますけ

ども、設計の見直しは行っておりません。ただ、京都府の工事単価の改定が

ございましたので、それによる見直しは行わせていただきました。 

 ４点目、何社応募があったかというご質問についてでございますけども、

１社でございます。発注予定のショーボンド建設株式会社京都支店でござい

ます。それと、落札額、応札率ということでございましたのでお答えさせて

いただきますと、落札額が税抜きで６，７５０万円、応札率９９．９％。 

 以上でございます。 

議長（村田忠文）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  １回目の額を先に聞かせてもらいたいと思うんですけ

ども、工期が結局９月１８日まで延びたわけですよね。そやけども、上部工

の１回目の入札は８月１５日にもう公告してはるわけですね。そういうこと

は、工期、まだ完成してないのに上部工の入札をするということはあること

なのか。 

 最初の去年の臨時会のときに、一体で発注せよという意見が出ていたわけ

ですね。橋なんて１つのもの違うのかと。一体に発注して、全体の計画の中

で幾らかかるか見て、債務負担行為を起こすとか、そういうこともあるの違

うかという質問も出ていたけど、別々の工事ですということやったんです。

別々の工事なら、それこそほんまにすごい時間がかかる８カ月以上かかると

いうような話ですから、これは上部工の完成を待たずに発注してはるわけや

から、逆に、もっと早く発注しようと思ったらできたんちゃうかという気も

するわけです。それが１点。 

 それと１社入札の件ですけど、前回、住宅の耐震補強のときにも聞きまし

たけども、それで競争性が担保されるのかということなんですけど、しかも、

今度は９９．９％といったら、その上限いっぱいいっぱい出してきてはるわ
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けじゃないですか。前回、入札不調やったわけで、これはもうどっこもない

なと。もういっぱいいっぱいで出してみようということなのか、それでほか

が応募しはるところあったら、別にうちはせんかていいわという感じが見え

見えなんですけど、それでもやっぱりやらなあかんのかと。どうしても、急

いでる工事ですよ。私も早くしてほしいとすごく思っていますけれども、だ

けど９９．９なんていう数字が出てきたら、ほんまにこれでええのか。もう

１回ちゃんときちんと内訳やらもう一遍見てとか、発注審査会をもう１回開

いて検討するとか、そういうことはできひんかったのか。発注審査会、今回

もう１社しかないということがわかった時点でやられなかったのかどうか。 

 それと完成の時期ですけど、町の発注見通しを見ていたら、橋の工事プラ

ス町道の工事も発注の予定あると書いてあるわけです。そしたら、橋はかか

ったけど、町道として通れるようになるまで、町道の工事の期間４カ月ぐら

いと書いてありましたから、実際に橋をかけている最中から町道の工事をで

きるんやったらいいですけども、最終、きょう議決したとして、工期８月２

９日までで、８月末に通れるようになるのか。さらにまだ町道の工事が必要

で、完成見通しはもっと後やということなのか。その点お願いします。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、先ほどちょっと保留させていただいた答えのことから回答させてい

ただきます。下部工の当初工期は平成２５年３月２５日でございます。それ

ともう１点、第１回の予定価格でございますけれども、７，７９６万５，０

００円でございます。 

 それと、もう１点答弁させていただく内容がございました。井手町のホー

ムページに載ってないんだけれどもというご質問があったかと思います。こ

の件につきましては、電子入札につきましては、京都府入札情報公開システ

ムに掲示することになっておりまして、そちらの方で掲示させていただいて

おります。 

 それと、先ほどの質問にお答えさせていただきます。 

 もっと早くできなかったのかというご質問があったと思いますけれども、

この工事につきましては、前回この下部工の工事のときも中村理事の方から
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回答させていただきましたけれども、橋梁といいますのは上部工と下部工

別々に発注するというのがごく一般的でございます。まして、上部工につき

ましては特殊工事になりますので、これを分割して発注するというのが一般

的でございます。それと、工事の特殊性ということから考えまして、今回、

上部工工事というのを分けさせていただきました。 

 それと工事の時期でございますけども、当初、おっしゃるように８月１５

日で下部工の工事が終わってない時期に発注させていただいております。も

っと早く発注できたかというご質問もあったかと思いますけども、おおむね

そういうことも可能ではございますけども、下部工の一定のめどが立ってか

らでないと、やはり上部工といいますのは、一旦工場で製作して現地に据え

るという工程を持つものでございますので、下部工があらかた現状が確認で

きないと上部工の発注も、もしかするとミスるおそれがございますので、そ

ういうことを鑑みまして、大体その辺の工期をとらせていただきました。 

 さらに、１社で競争性が担保できるのかというご質問があったと思います。

これは前回、議員ご質問があったかと、同じ答えになりますが、一般競争入

札において応札者が１社ということが直ちに不当な競争とは考えておりませ

ん。一般競争入札は、任意の事業者が参加資格の確認を受けて入札に参加さ

れますので、入札に参加される時点で既に他の事業者と競争されているとい

うふうに考えております。 

 さらに４点目、９９．９％、高応札率でどうしたのかと、それで問題ない

のかというご質問があったかと思います。高応札率につきましては、私ども

は高応札率の場合は直ちに、入札があった場合、一旦保留をかけまして、今

回の場合でしたら、発注審査会の会長である副町長に協議を行いまして、そ

の後、企業から事業者と聞き取り調査を行いました。その結果を発注審査会

の会長である副町長に報告をさせていただいて、問題ないということを確認

した後に落札決定を行っております。 

 それと、町道が完成したのが８月末であるけれども、町道工事はそれより

もまだおくれるのかというご質問があったかと思います。町道工事につきま

しては、若干、周辺の用地の課題がありますので、我々が直ちにとは言えま

せんけども、ご協力いただけたら年度内にも発注して、橋梁の工事が完成す

るときには、できるだけ完成するようにというふうなことを考えております。 

 それとあともう１点、占用予定者もございますので、その辺の工事調整も
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行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（村田忠文）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  今、予定価格１回目の入札のときには７，２００万余

りとおっしゃったんでしょうか。そうすると、１回目、応札者がなくて不調

やった、その予定価格より今回下げたということですか。応札者がなくて、

今、不調の理由として、資材も高騰している、人件費も高騰している、人出

が不足やということで、京都府下でも物すごく不調がふえています。それで、

ちょっと上げて再入札というのが普通じゃないですか。１回目７，２００万

余りで、今回６，７５６万６，０００円って、下げて人が来るというか、そ

れは不思議なんですけども、そうなんですか。今、そうおっしゃいましたか。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博）  ７，７９６万５，０００円と申し上げました。 

 以上でございます。 

議長（村田忠文）  暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時３２分 

議長（村田忠文）  再開いたします。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  畑中参事。 

建設課参事（畑中智博）  申しわけございませんでした。上部工工事の１回

目の予定価格は６，７５６万２，０００円でございます。 

 以上でございます。 

     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  ほかに質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（村田忠文）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 
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     （挙手する者あり） 

議長（村田忠文）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  賛成の立場で討論します。 

 今回の梅渓橋の上部工工事については、非常に住民が待ち望んでいる工事

で、非常に急ぐということや、今、全国的な建設工事の資材不足、人出不足

等で工事がおくれるという傾向にある中で、どうしてもやらなければいけな

い工事である。１社入札ということについては、やはり不当なものではない

ということはわかりますけれども、やはり競争性を広く担保するということ

でいうと、好ましくないということは事実だと思いますが、今回については、

高応札率について発注審査会も開かれて、中で協議もされたということもあ

りますので、十分検討していただいたと思いますので、賛成したいと思いま

す。 

議長（村田忠文）  ほかに討論ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（村田忠文）  これで討論を終わります。 

 これより議案第４５号、工事請負契約について同意を求める件を採決しま

す。 

 議案第４５号について同意することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（村田忠文）  挙手全員であります。したがって、議案第４５号は同意

することに決定しました。 

 以上で、今臨時会の会議に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもちまして本日の会議を閉じ、平成２５年１０月井手町議会臨時会

を閉会します。 

 大変ご苦労さまでございました。 

     閉会 午前１０時３４分 
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右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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